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  平成25年２月26日 

                                          岩手県議会議長 佐々木   博  

岩手県議会規則第１号 

   岩手県議会会議規則の一部を改正する規則 

 岩手県議会会議規則（昭和31年岩手県議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１ （修正の動議） 

第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の２の規定

によるものについては、所定の発議者が連署し、その他の

ものについては、４人以上の賛成者とともに連署して、議

長に提出しなければならない。 

（修正の動議） 

第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の３の規定

によるものについては、所定の発議者が連署し、その他の

ものについては、４人以上の賛成者とともに連署して、議

長に提出しなければならない。 

２ （所管事務等の調査） 

第67条 ［略］ 

２ 前項の規定は、議会運営委員会が、法第109条の２第４項

に規定する調査を行う場合について、準用する。 

（所管事務等の調査） 

第67条 ［略］ 

２ 前項の規定は、議会運営委員会が、法第109条第３項に規

定する調査を行う場合について、準用する。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、表２の項の改正部分は、平成25年３月１日から施行する。 


		2013-02-26T01:01:17+0900
	岩手県盛岡市内丸10番1号
	岩手県
	発行者証明




